
２ 2022（令和４）年７月号

自分も対象かも？と思ったら、まずはご相談ください。

釧路市がめざす学校のあり方検討
　現在、市においては、小学校から中学校への進学の際に新しい環境での学習や生活に不適応を起こす現象（中１ギャップ）や、学力・学習意欲
の伸び悩み、児童生徒の減少によるデメリット解消や学校施設の老朽化など、さまざまな解決すべき課題があります。
　これらの諸課題の解決に向け、将来を見据えた市の学校のあり方を考えるため、市教委は令和３年６月から市民や有識者を含む外部委員会や関
係団体と協議を重ね、市において小中連携・小中一貫教育の推進が、有効な方策の一つとの方向性を持ったところです。

「釧路市がめざす学校のすがた基本計画」の策定 地域懇談会日程
【中学校区を基盤とした小中連携の推進（案）】

学校名

幣舞中学校

春採中学校

桜が丘中学校

青陵中学校

北中学校

共栄中学校

景雲中学校

美原中学校

鳥取中学校

鳥取西中学校

大楽毛中学校

山花中学校

阿寒中学校

阿寒湖義務教育学校（後期課程）

音別中学校

中学校区内小学校

釧路小学校・城山小学校

桜が丘小学校・興津小学校

東雲小学校・朝陽小学校

湖畔小学校・清明小学校・武佐小学校

中央小学校・青葉小学校

共栄小学校・光陽小学校

愛国小学校・芦野小学校

美原小学校

鳥取小学校・新陽小学校・昭和小学校

鳥取西小学校・鶴野小学校

大楽毛小学校

山花小学校

阿寒小学校

阿寒湖義務教育学校（前期課程）

音別小学校

再編等

釧路小学校・城山小学校の統合

義務教育学校

義務教育学校

小学校の分離統合

区域調整

区域調整

区域調整

義務教育学校

鳥取小学校・新陽小学校の統合

区域調整

義務教育学校

―

義務教育学校

義務教育学校開校（R3.4.1)

義務教育学校

※義務教育学校：小学校課程から中学校課程までの９年間を一体化させた学校

　開始時間は全会場午後６時です。
事前予約等は不要です。直接会場
にお越しください。

学校名
興津小学校
美原小学校
桜が丘小学校
朝陽小学校
共栄中学校
東雲小学校
大楽毛小学校
城山小学校
武佐小学校
鳥取西中学校
音別小学校
阿寒小学校
新陽小学校
青陵中学校

　　開催月日 
７月４日㈪
７月５日㈫
７月６日㈬
７月７日㈭
７月８日㈮
７月11日㈪
７月12日㈫
７月14日㈭
７月19日㈫
７月20日㈬
７月25日㈪
７月26日㈫
７月27日㈬
７月28日㈭

問合先　市教委教育支援課教育政策担当　M65-6450　P kyo-seisaku@city.kushiro.lg.jp

～小中連携・小中一貫教育の推進に向けて～

　市教委では、小中
連携・小中一貫教育
を推進する体制構築
にあたり、中学校区
を基盤とした学区の
整理を行い、「施設一体
型の義務教育学校」
設置や小学校再編の
実施に向けた「釧路
市がめざす学校のす
がた基本計画」の策
定を予定しています。
　計画策定にあたっ
て、保護者や地域住
民の皆さんと市教委
が意見交換を行う場
として、市内小中学校
14校にて地域懇談会
を実施しますので、ぜ
ひ、ご参加ください。
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「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別
　給付金」が支給されます！
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、条件を満たす低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえ
た生活の支援として、特別給付金（児童１人当たり５万円）を支給します。

　対象
●ひとり親世帯
次の①、②に該当する世帯
①公的年金給付等を受けていることにより、22（令和４）年４月分
　の児童扶養手当の支給を受けていない方（支給制限限度額があり
　ます）
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の
　収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

　申請が必要となります。下記問合先にご相談ください。
※22（令和４）年４月分の児童扶養手当を受給している方は、
　22（令和４）年６月16日に支給済のため対象外です。

●ひとり親世帯以外
次の①、②に該当する世帯
①22（令和４）年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給してお
　り、22（令和４）年度の住民税（令和３年の収入により決定）が均等割
　非課税の方

　申請は不要で７月中に支給予定です。該当の方には通知を送付します。
　釧路市に課税権がない場合、支給決定まで時間がかかる場合があります。
　住民税が未申告の世帯へは、７月中旬に申請書を発送します。

申請期間　～23（令和５）年２月28日㈫（必着）
支払方法　申請書を受け付けた後、審査をした上で対象の方に随時振り込みます。
問 合 先　厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター（U0120-400-903）平日午前９時～午後６時
　        　　市役所こども支援課（M31-4540）平日午前８時50分～午後５時

▶

▶
▶

▶

申請が必要となります。下記問合先にご相談ください。

申請が必要となります。児童の監護状況を把握できる世帯および住民税
が未申告の世帯へは、７月中旬に申請書を発送します。
⑵新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が
　非課税水準に下がった

②04（平成16）年４月２日生まれ以降（特別児童扶養手当の対象児童は
　満20歳未満）、もしくは22（令和４）年４月～23（令和５）年２月生
　まれの児童を監護している世帯のうち次の条件を満たす世帯
⑴児童手当、特別児童扶養手当は受けていないが、非課税かつ対象要件児
　童を監護している（児童が高校生のみの世帯や公務員世帯など）


